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１．研修会のご案内 

◆平成 31年度研修会 

 

２．編集後記 
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１．研修会のご案内 
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◆会場：ピュアリティまきび（岡山市北区下石井 2-6-41） 

 

来年度開催する研修会の情報をホームページにアップしています。新しい研修会も続々追加していますので、是非ご覧ください！ 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

≪新しく追加された研修≫ 

・衛生委員会の実施方法・活性化について 

・「働き方改革関連法」基礎講座～健康経営、両立支援の重要性～ 

・ストレスチェック後の職場環境改善 

・治療と仕事の両立実現を目指して～アンガーマネジメントを身につけ職場の人間関係をより良いものに～ 

・職場のメンタルヘルス対策－基礎編－（メンタルヘルス推進担当者研修） 

 

≪5月～6月開催予定≫ 

・新入社員に「伝える」メンタルヘルス 

・騒音性難聴について（産業医向け）【専門 1.5単位】 

・職域における過重労働・メンタルヘルス対策とストレスチェック制度について 

・アルコール関連問題 

・職場復帰に向けてのメンタルヘルス対応（実例編） 

・熱中症予防 

・職域における働き方改革推進法とワークライフバランス改善の 

 実際について 

・衛生管理者、労働衛生担当者の職務と役割 

 

★研修会の詳細、申込はこちら 

http://www.okayamas.johas.go.jp/01-ke.html 
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３．編集後記 
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平成３１年度の業務が始まりました。今年度も編集後記を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。今年度も研修

会・相談・メンタルヘルス対策・治療と職業生活の両立支援・地域産業保健事業等で皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

皆様にとりまして、より素晴らしい１年になりますように。今月から働き方改革関連法が施行されます。事業場に於いて仕事をす

るうえで、御不明な点や疑問点等ございましたら、お気軽に電話して下さい。今年度もよろしくお願いいたします。 

事務主任 佐古 
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次回の第 136号は 5月初旬に配信予定です。 

 

◆過去に配信したメールマガジンはこちら 

http://www.okayamas.johas.go.jp/04-mail-back01.html 

 

◆メールマガジンの配信停止や宛先変更希望の方は、 

ご連絡ください。info@okayamas.johas.go.jp 
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独立行政法人労働者健康安全機構 

岡 山 産 業 保 健 総 合 支 援 セ ン タ ー 

 

〒700-0907 

岡山県岡山市北区下石井 2-1-3 

岡山第一生命ビルディング 12階 

 

TEL ： 086-212-1222／FAX ： 086-212-1223 

 

H P ： http://www.okayamas.johas.go.jp/ 

E-mail ： info@okayamas.johas.go.jp 
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